
 

市営住宅用地を活用した「EV カーシェア事業」の公募について 
 

［市営住宅について］ 
 住宅都市局住宅計画課 担当:上川、持松 

電話:092-711-4548（内線 3415） 
［事業者公募について］ 

環境局脱炭素事業推進課 担当:坂口、佐野 
 電話:092-711-4203（内線 2415） 

福岡市の市営住宅においては、これまで、LED 化や断熱性能の向上に加え、令和４年度より、
太陽光発電設備を集合住宅棟や集会所に試行設置する取組みを行ってきました。 

このたび、脱炭素社会の実現に向け、

することとしましたのでお知らせします。

  令和７年３月 28 日 
住宅都市局 住宅計画課 

環境局 脱炭素事業推進課 
市政担当記者 各位 

＜事業概要＞
実施場所  :西区下山門団地 
台数    :３台（ＥＶ２台、ハイブリット車１台） 
事業期間  :令和１２年度末まで（延⾧希望があった場合は最大令和１７年度末まで） 
スケジュール:募集期間  令和７年３月 28 日～令和７年４月 11 日

事業者決定 令和７年５月下旬 
事業開始  令和８年２月頃  

＜事業スキーム（イメージ）＞
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【問合せ先】 

・車両購入
・充電ケーブ

ルの整備、
・事業の運営

◆事業者公募の内容は、
右記二次元コードから
ご確認いただけます。


